
全員協議 会 次第

日平成25年5月21日

本会議散会後

所議会棟大会議室

開催年月日

(：
1開 会

2あいさつ

山内副知事

3説明聴取

(1) TPY-2レーダー配備について

及川防衛省近畿中部防衛局長

桝賀防衛省近畿中部防衛局企画部長

(2)本府における対応･経過等について

中野総務部長

4質疑

S閉 会

マー､

(火）

〕

I■■－－，q■■0■■行一14■■q■■ーーーｰq■■1■■－－ー一一一ーーq■■0■■ー－－ー■■Dーーーq■■－1■ ■ 一 一 q ■ ■ ー q ■ ■ ■ ■ ■ 一 一 ■ ■ ■ ｰ ｰ 一 一 ー q ■ ■ 1 ■ ■ ー ー q ■ ■ q ■ ■ ー ー q ■ ■ ー ー ー I ■ ■ ■ ■ b ｰ ■ ■ ■ ー ー ー － 1 ■ ■ I ■ ■ ー 一 一 - 一 一 一 ー 。 ■ ■ ■■■4■■●

(防衛省出席者）

近畿中部防衛局長

近畿中部防衛局企画部長

防衛政策局防衛政策課防衛政策企画官

地方協力局地方調整課部員

近畿中部防衛局総務部総務課長

近畿中部防衛局企画部地方調整課長

近畿中部防衛局総務部総務課総務係長

及川

桝賀

小野

小松

本間

小山

久世

博之（おいかわひろし）

政浩（ますがまさひろ）

功雄（おのいさお）

幸弘（こまつゆきひろ）

克哉（ほんまかつや）

良明（こやまよしあき）

陽二（〈ぜようじ）



牌
二
編
制
｝

（
『
ｌ
無
Ｔ
Ｉ
Ｉ
１
口
延
八
箕
×
こ
’
難
１
１
国
１
シ
旦
牌

ｌ
０
ｉ
ト
ー

ー
ｌ
‐
０
１

１
，
４

細
糎
握

皿
叩
叶
叩
創
慢
掛

ｒ
ｌ
ｌ

I

‐
Ｉ
Ｉ

Zか



TPY-2レーダーの概要

(外観）

>TPY-2レーダーは､米国が開発した弾道ミサイルの探知･追尾を目的とした

レーダー(使用周波数帯がいわゆる｢Xバンド｣と呼ばれる帯域であるため、｢Xバ

ンド･レーダー｣とも呼称)。

>このレーダーは､弾道ミサイルが飛来する可能性が高い空域を監視し､飛来す

る弾道ミサイルを精密に探知､追尾する能力に優れたもの。

>このレーダーは弾道ミサイルの探知･追尾に特化したものであり、ペトリオット｡シ

ステムのように迎撃ミサイルを有するものではない。
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TPY-2ﾚｰダｰの配備状況

>米国は、自国の本土及び同盟国･友好国に飛来する弾道ミサイル

を探知･追尾するためにTPY-2レーダーを開発

>2006年(平成18年)6月には､青森県つがる市にある､航空自衛

隊車力分屯基地に配備(現在、米国以外の国で4基が運用中(※)）

>このレーダーで得られた'情報は、日米で共有され、日本に向かう弾

道ミサイルをより精密かつ確実に探知･追尾するために活用される

ことにより、我が国の弾道ミサイル防衛能力の向上に寄与

(*)2007年6月、航空自衛隊車力分屯基地から、隣接する米車力通信所へ移設

また､本レーダーは日本のほかイスラエル、トルコなどにも配備
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匡霊団
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重量(牽引車両込み):約2ﾌt
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※上記器材以外に、電源、通信器材、運用者が常駐する管理施設、部品の倉庫や燃

料タンクなどが必要。3



他帆‘吟し､/一I[-

TRY－2レーダーの安全性 ÎQJU/

＞本レーダーで使用される周波数帯は､スピード違反取締等にも使

われている概ね8GHz～12GHzのいわゆる｢Xバンド｣と呼ばれる

帯域

＞レントゲン等で用いられる｢エックス線｣(SOPHz～3EHz)とは全

く異なる周波数帯

＞本レーダーは、レーダー照射面の前方に数百メートル程度の立ち

入り禁止区域を設定し､安全を確保した上で運用される

＜周波数帯のイメージ＞
／
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他レーダーとの比較
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【TPY-2レーダー】
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心
TPY-2ﾚー ダー (｢Xバﾝドレ ダ一｣)の｜'

酉己備について皆様の疑問にお答えします
■[－~l

L

平成25年5月

山

L

防衛省
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〆 一一一一、

なぜ経ケ岬にTPY-2レーダーを酉己備する必要があるの

ですか。
_ノし
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|経ヶ岬は､日本海側に所在する自衛隊施設を中心に､日米間で慎重に検討した上での’
1候補地です。
Iー”画．－－－．＝。！ﾛ.．,－－－－－－－－口.、－－－－－－－－－－－－－－－－，､ﾛ．－－－，＝．.．一一一＝－－，－－－－－

○経ヶ岬は、

①日本及び米国に飛来する弾道ミサ
イルの探知｡追尾能力の向上を図る

ことが可能な位置にあること

②レーダーを日本海側に向けて使用
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〆

TPY-2レーダーの酉己備のために用地の取得が必要と

なるのですか。
ノL

Iーー一一一一ーーー一ーーーーー一一一一一一ーー一'一一'一一一'一一ーーーーー一一一'一ー一一一一一ー．ーT

I基地周辺の数ヘクタールの用地の取得(買収･賃貸借)が必要となります。
L、.．－．－．－．．．－．．．．．－－－－－．．．．．．－－．．．－－．．．－－．．．－－．．．．．．．．．－－－－．．．－．.．．.．－－－－．.．．.．－．.．－．.．－．.．

言〆

○TPY-2レーダーを運用するには、

レーダー本体のほか､電源､通信器

材に加え､庁舎などのための敷地が

必要となります。

○このほか、自衛隊の基地機能を維

持･充実するための敷地が必要とな

ります。

○用地取得にあたっては､地権者の

方々をはじめ､皆様のご理解が得ら

れるよう､丁寧にご説明してまいりま

す。

○なお､取得した用地において各種の

工事を実施するに際しては､交通渋

滞や騒音などによりご迷惑をおかけ

することのないよう最大限つとめてま

いります。

展開予定図（取得用地の範囲は概略であり、今後変更の余地があります）

擁掌W爆!． １

口
１

帝’1-111‐

.一 、

鋤1斗
｡』･仁一

M､U

鱗
ノ廷

3
ダ車力通信所に配備されているTPY-2レ
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TPY-2レーダーの配備に伴い､何人の人員が酉己属さ

れるのですか。
、
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1経ヶ岬に配置されることになる人員数は､現在米国において検討中ですが､最大160
1名程度であり、民間企業の技術者が多数を占めるものと聞いています。
L一戸一．.．戸..．．.．－．－．－．．．－－．．．－－．．．．．．．．．．．．．．．－－－－－．.．．.．－－－．.．．.．．.．．.．－．.。．.．一一一一一｡-．．．．－－．.．

ヘ〆

○車力通信所に配属されている隊員などは､周辺地域の夏

祭りや海岸のごみ拾いなど各種ボランティアに積極的に
参加しています。

○なお､車力通信所では､これらの隊員などは､基地外に

居住しており、通信所周辺に宿舎が設けられています。

経ヶ岬においても基地外に居住する場合があります。
ノ、

住民と一緒に山車を曳<隊員

血幽狸胎
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車力通信所に隣接する借上住宅4ボランティアで海岸のごみ拾いをする隊員隊員による介護施設への慰問
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TPY-2レーダーを配備すると､経ヶ岬への攻撃の可能

性が高まるのではないですか。
ノ、
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iTPY-2レーダーを配備したからといって､攻撃の可能'性が高まるものとは考えられま’

1せん。
L－－－－－．．．．．．．．．．．．－－－－．．．．．．．－－－．．．．．．－－－－．－．－．.．．.．－－．－．．－．．．．．．．－－．．．．．．－－．.．．.．-........．‐.．．.．．.．

、戸

○TPY-2レーダーの配備は､弾道ミサイルからの攻撃に対する我が国の防衛能力の強化に寄与

することから、むしろ我が国への攻撃の抑止力を高めます。

○自衛隊では､他国からの攻撃を未然に防止するため､航空機や艦艇などによる警戒監視活動を
常に行っています｡万が一､攻撃の予兆などが確認されれば､全国に11カ所ある弾道ミサイル
を探知･追尾するレーダーや､米軍のTPY-2レーダーをはりめぐらせ､イージス艦や迎撃ﾐサイ

ル部隊などを展開させるなど､住民の方々の安全を確保 0

○また､このレーダーは､弾道ミサイル防衛システムの

レーダーの1つであり、1つのレーダーが無効化されて

もシステム全体を無効化することにはならないため、

経ヶ岬が攻撃される可能性が高まるものとは考えられ
ません。
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－~、

TPY-2レーダーが発する電波は､健康に支障を与える

のではないですか。
ノ

1‘一一ー一一ーー一一一一一一一一一一一一一一'一一一一一一一一ー一一一一一一一一一ー一'一一一一ー一一一1

I人体への健康被害はありません。

L_－－－－－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一脇乱一動蘇耐デー－－－－－－－－－
「 ，

○淵ﾌﾆ劣二駕蕊羅餓醇幕鱗茎蝋皇;撫蝦鰯室箪当燕向このレーダーが発する電波は､細胞の遺伝子を損傷したりすることのない周波数帯を使用します
(このレーダーが使用する｢xバンド｣という周波数帯は、自動車の速度測定や気象レーダー､船舶
や航空機搭載のレーダーでも使用される帯域です)。

○このレーダーは､崖の上から海側上空に向け

て電波を発するため､崖下や海面への影響

はほとんど考えられませんが､安全に万全を

期すため、レーダー前面に一定の立入禁止

区域を設定することなども考えております。

○このため､漁船に乗っている方を含め人体に

影響を及ぼすような健康被害は考えられませ

ん。

【レーダー運用のイメージ】

立入禁止区域後方は影響がないレーダー
←＞

海抜約20m

L

※立入禁止区域の設定は今後米側と調整予定。

○なお、同じレーダーが配備されている青森県つがる市の車力通信所周辺では､このレーダーを原
因とした健康被害は報告されておりません。
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〆 一、

TPY-2レーダーが発する電波は、日常生活に支障を

与えるのではないですか。
ノ
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|地上波ﾃﾚピやﾗジｵ等への電波障害､騒音､道路の通行規制､周辺の民有地への立’
1入規制といった日常生活への支障はありません。
L、.．．.．－－－－－－．．．．．．－－－－．．．－－－－．.．．.．－－．..｡．.．－．.．一一、.．．.．､-．－－－．.、－－．.．．.．．.．－.-．．．．．．．－－．．．

〆

ma^5u
一‐

○このレーダーは､電波干渉を防ぐため､周辺の電波の使用状況を確認した上で使用します。

○そのため､地上波テレビやラジオ､携帯電話等への影響はありません。

○万が一、このレーダーを原因とした衛星放送の受信障害などが発生した場合は対処措置を講じま
す。

?04か肱ル7卜蝿
○このレーダーを作動させるための電源は､発電に伴い音を発しますが､周辺への騒音被害を最大

限に緩和するため､器材の周囲に防音壁を設置します。

○また､安全に万全を期するため、レーダー前面の上空に飛行制限区域を設定しますが､道路の通
行規制や周辺の民有地への立入規制はありません。

○なお、同じレーダーが配備されている青森県つがる市の車力通信所周辺では､このレーダーを原
因とした日常生活への支障は報告されておりません。

1
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①二

戸

米軍の規律保持､事件･事故防止にどのように取り組む
つもりですか。

、
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■車■■■■■■’■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■一■■■■■■ｰ■■■ーー■■■■■■旬

1国､米軍､地元関係機関等が連携できるよう協力関係を築き､事件･事故防止に万全を’
1期します。
'－－－－－－－－－－．．．． 一一一一一一一一一一一一一一一．.、一一一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 ■ ■ ■ － － －

、

１
１
１

○米国政府に対して､平素から一人一人に

対する徹底した教育を施すなど実ある措置

を講ずるよう､各レベルで申入れを行って

います。

○TPY-2レーダーが配備されている車力通

信所では､国、米軍､関係自治体､関係機

関､地域町内会代表によって構成される事

件･事故防止のための連絡会を設置してお

り、この場で米軍の規律保持対策等につい

て協議しています｡経ヶ岬においても同様

の措置が講じられるよう調整していきたい

と考えています。
_ノ足

事件･事故防止
8



〆

風評被害による農林水産物への影響や地域への影響

等が生じたらどうするつもりですか。
ノ

|~屍麗服蕪盛涌亡洞詐潅品両日乞衆湿瓦蔵黙曇固漂'子堀顕
I住民の皆様の不安にお答えします。
'一一一一一一．.■。一一一一一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－．．．－－－－－－－－－－－－－－－

『ーー一一ーーーー一一一一ー一一一一ーー一一ーーーーー一一一＝画一一一一一＝画一一'＝ー＝ローーーーーー一一－一一一一画画一一一一一一一画＝一一一一＝画一一一■■一一一一一一一一一一一一一■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一－一一一I

｜農畜産･漁業産物への風評被害は､放射性物質や薬剤等による環境汚染に関する報道などに｜

｜よって起きた例があります｡しかし､例えば､東京タワーなど放送塔の周辺で食物が汚染されたこ’
｜とがないように､電波は､放射性物質や薬剤と異なり、大気や農畜産物､漁業産物などへの環境｜
｜汚染を引き起こすものではありません。
'一一一－－－－－－．．一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一戸一戸門戸門戸門一一戸再一再一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一門戸局員一一一一一一一一一一一一一一一一一一一I

万全を期すために

'○防衛省の広報手段を活用し､TPY-2ﾚーダーが農畜産漁業産物を汚染するものではない‐
とを広く知らしめることを考えています。

○地域住民の皆様の不安にお答えするため､現地における連絡･相談窓口を設置し､真筆に対

応することを考えています。

○車力通信所においても､これまで農畜産物や漁業産物に被害が生じたとの報告はありません。

OTPY-2レーダー配備によって経ケ岬周辺の観光資源に影響が出ないよう､景観等への配慮
Iは､最大限に努めることを考えています。

廷

、

9
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地域への経済効果はあるのですか。
L

TPY-2ﾚー ダー の配備が､地域経済への活性化にも資するよう､米軍等に対して可I
’能な限り働きかけていきます。
L__－－－－－－－－－－．．．．．．、－．．．．．．．－－－．．．－－．．．．．．－－－－．．．．．．－－－．．．．．．．．．．．－－－-．．．．．．．－．．－－．.．..‐．.．

○一般論で申し上げれば､新たな施設建設

工事に伴い､建設経済への需要が誘発さ

れ､また､施設整備後においては施設の維

持管理工事､米軍人等による飲食におけ

る支出など地域社会において様々な消費

活動が生じるものと考えます。

TPY－2レーダーの配備に必要な備己P し
一

ｰ

建施設の建設などの

１
Ｊ

『

費施設の維持･管理等に必要な経

の支出

等
声

｝

出の

『

米軍人やその家族等におけ

等の消費活動

ー

費

r

L

地域経済の活I性化に寄与
施設の建設工事の様子（イメ ジ）

10
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TPY-2レーダー配備に係る動き ’
資料工

日付 京都府 地元・周辺市町

2月26日

■防衛省地方調整課長来庁

総務部理事へ事務的に説明

■6項目の確認事項を手交

■【京丹後市】京丹後市長への説明

(防衛事務次官）

2辰 27日 ■
P一

､泉
■
ｊ
ｑ

■■■

、

･後7了】地元区：皇への息i明

3月4日 ■＜．誤； ﾖ町＞ ．誤根町：蔓への説明

3月6日 ■〈宮津7了＞宮津『 ■
■

一

ｺ 是への説明

3月8日 ■〈与謝野町>与謝野町長への説明

3月11日 ■【京丹後市】住民説明会（宇川小）

3月12日 ■【京丹後市】住民説明会(丹後公民館）

3月13日 ■【京丹後市】市議会全員協議会

3月22日 ■知事への説明（防衛省佐藤政務官）

3月25日 ■【京丹後市】市長、地元区長等が青森

県視察

4月4日 ■〈伊根町＞蒲入｡長延地区住民説明会

4月5日 ■〈伊根町＞全域住民説明会

4月9日 ■【京丹後市】質問書を提出

4月11日 ■【京丹後市】市議会基地対策調査特別

委員会が青森県視察

4月17日 ■知事青森県・車力通信所等視察

4月24日 ■防衛省が回答文書を提出

(対応：山内副知事）

■【京丹後市】防衛省が回答文書を提出

■【京丹後市】尾和地区住民説明会

4月25日 ■【京丹後市】袖志地区住民説明会

4月26日 ■【京丹後市】谷内、上山区民説明会

4月27日 ■【京丹後市】宇川地区住民説明会（尾

和・袖志地区を除く）

4月28日 ■知事経ヶ岬配備候補地調査、地元

住民代表からヒアリング

丁〔識W鼎獣ｲ3”

5月9日 ■【京丹後市】市議会基地対策調査特別

委員会

■【京丹後市】丹後町民説明会

5月10日 ■再質問・追加質問を防衛省へ提出 ■【京丹後市】京丹後市民説明会

5月20日 ■【京丹後市】市議会全員協議会

5月21日 ■府議会全員協議会
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近畿中部防衛局

京都府からの質問に対する回答

問1Xバンド・レーダー酉己備における日本に対するメリット

は何か。

○弾道ミサイル防衛は､我が国の安全保障にとって極めて重要な

課題であり、これまで、弾道ミサイル対処が可能な海上自衛隊の

護衛艦､航空自衛隊の警戒管制レーダーやペトリオットPAC-

3の配備のほか､車力通信所への米軍のTPY-2レーダーの配

備等必要な措置を講じるとともに、 ①nfi年5月_の 」

日で合意されたとおり更なる のため、TE

米間で緊密な協議を行ってきました。
一ー一－一

○このような中､我が国周辺の安全保障環境は依然として複雑で

不確実な状況となっており、平成24年4月及び12月の北朝鮮

によるミサイル発射では､これまでと異なり北朝鮮北西部沿岸地

域から発射が行われました。特に、12月の発射においては、事

前に設定した予想落下地域にミサイルの構成部位が落下したと

考えられるほか､今般の発射等で検証された技術により北朝鮮が

長射程のミサイルを開発した場合、その射程が10,000km

以上に及ぶと考えられ、北朝鮮の弾道ミサイルの長射程化、高精

度化に係る技術が進展していることが明らかになっています。

○このような長射程の弾道ミサイルの開発・実験は、ミサイル技

術全般における弾頭重量の増加や命中精度の向上にも資すると

考えられ､我が国の防衛に対しても大きな影響を与えるものと考

えられます。

○こうした我が国周辺地域の安全保障環境の変化を踏まえると、

日米問でBMD能力の向上に関して緊密に連携することにより、

弾道ミサイル攻撃から日本を防衛するに際してより万全を期す

ことが不可欠であり、日米両国政府は、弾道ミサイル防衛により

1
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万全を期するため、日本国内に2基目のTPY－2レーダーを酉己

備する必要があり、航空自衛隊経ヶ岬分屯基地が、その最適な候

補地であるとの結論に至ったところです。

○航空自衛隊経ヶ岬分屯基地にTPY-2レーダーを新たに配

備することにより、我が国に飛来する弾道ミサイルの探知・追尾

能力の精度が向上するほか、ミサイルが同時に多数飛来する場合

の追尾能力も向上するため､弾道ミサイルによる攻撃から日本を

防衛するに際して、より万全を期すことができるものと考えてお

ります。

2



B

問2Xバンド・レーダーが酉己備された場罵合の危7磯管理対応：をどのよ

うに考えているのか。

（1）レーグーが酉己備されることによって、京丹後市が標的にな

り、市民の皆さんが危険に晒されるのではないか。

○自衛隊では、他国からの攻撃を未然に防止するため、航空機や

艦艇等による警戒監視活動を常に行っており、平素から領海･領

空とその周辺海空域において､常時継続的な情報収集､警戒監視、

偵察活動を行っています。また、万が一、我が国への攻撃の予兆

等が確認されれば、その攻撃の態様に応じて、必要な措置をとる

など、万全の態勢をとっております。

○このような自衛隊の体制は､経ヶ岬分屯基地も含めた我が国へ

の攻撃を意図する国家や組織にとって､多大なコストとリスクを

強いることになることから､攻撃を抑止する効果が十分に働いて

いるものと考えています。

○さらに、米軍もTPY-2レーダーを含め、我が国への攻撃の

予兆等が確認されれば、その攻撃の態様に応じて、しかるべく態

勢をとることが想定されるところであり、このような事‘情も攻撃

の大きな抑止力になり得るものと考えられます。

○また、TPY-2レーダーの酉己備は、弾道ミサイルからの攻撃

に対する我が国の防衛能力の強化に寄与することから､弾道ミサ

イルによる我が国への攻撃の抑止力を高めるものです。

○なお、TPY-2レーダーは、弾道ミサイル防衛システムのレ

ーダーの1つであり、当該1つのレーダーを無効化してもシステ

ム全体の対応能力を減殺し､弾道ミサイル防衛に重大な支障が生

じるような効果を得ることになりません。

3



問2Xバンド・レーダーが配備された場合の危機管理対応をどの

ように考えているの力宅

（2）レーダーの酉己備に当たって、自衛隊として、日本国とし

て、どういう防衛体制をとられるのか。

■
》
Ｑ

○自衛隊では、他国からの攻撃を未然に防止するため、航空機や

艦艇等による警戒監視活動を常に行っており、平素から領海･領

空とその周辺海空域において､常時継続的な情報収集､警戒監視、

偵察活動を行っています。

○例えば、海上自衛隊では、哨戒機(P-3C)により、日本海を含

め我が国周辺海域を航行する多数の船舶などの状況を監視して

いるほか、状況に応じて、護衛艦などを柔軟に運用して周辺にお

ける事態に即応できる態勢を維持しています。また、主要な海峡

では､陸上自衛隊の沿岸監視隊や海自の警備所などが24時間態

勢で警戒監視活動を行っています。さらに、航空自衛隊では、全

国の28カ所あるレーダーサイトや航空機などにより、我が国と

その周辺の上空を24時間態勢で警戒しています｡領空侵犯のお

それのある航空機を発見した場合､待機中の戦闘機などが緊急発

進し、監視・警告などを行っています。

○万が一、我が国への攻撃の予兆等が確認されれば、その攻撃の

態様に応じて、必要な措置をとることとしています。また、我が

国に弾道ミサイルによる攻撃の予兆が確認された場合には､全国

に11カ所ある弾道ミサイルを探知・追尾するレーダーや、米軍

のTPY-2レーダーをはりめぐらせ､イージス艦や迎撃ミサイ

ル部隊などを展開させるなど､我が国の防衛及び住民の方々の安

全を確保するため、万全の体制をとっています。

エ

○このような自衛隊の体制により、経ヶ岬分屯基地のレーダー酉己

備地の防御に万全を期して参ります。

4
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■

問3Xバンド・レーダーの住民等への影響に対する具体的な対応

は。

（1）立入禁止区域はどのようになるのか。

○TPY-2レーダーが使用する「Xバンド」も含めた約100

キロヘルツ以上の帯域の電波は､被照射体に熱を発生させる特‘性

があるため、熱による影響が生じないよう万全を期すため、レー

ダー前面に一定の立入禁止区域を設定する場合があります。

○経ヶ岬の場合、レーダーを日本海に面した崖上に設置し、そこ

から電波を海上上空に向けて照射するため、レーダー前面の崖上

に一定の立入禁止区域を設定することを考えております。

○立入禁止区域の細部については、現在関係機関で検討中であ

り、何らかの結論が得られた場合には、速やかに地元の皆様にお

知らせいたします。

問3Xバンド・レーダーの住民等への影響に対する具体的な対応

は。

（2）電波干渉対策をどのように考えているのか。

○TPY-2レーダーの電波については､電波干渉防止に万全を

期すため､周辺の電波の使用状況を確認した上で使用することと

しており、地上波テレビ、ラジオ、携帯電話等に影響を与えるこ

とはありませんo

○なお、本レーダーが使用する電波は、地上波テレビやラジオ、

携帯電話や無線LANとは大きく異なる周波数帯を使用している

ことから、こうした機器類への影響は想定されにくいと考えてい

ま す。。

5



○ただし､本レーダーが使用する電波の周波数帯に近い衛星放送

については、現時点において、万が一の可能'性として何らかの影

響を受けることも考えられるところでありますが、TPY-2レ

ーダーを原因とした受信障害等が発生した場合には､電波障害の

発生状況に応じ個別具体的に対処措置を講ずることにより、障害

の解消を図ることとしています。

○なお､TPY-2レーダーが酉己備されている青森県つがる市に

おいては、衛星放送を含め、TPY-2レーダーに由来する電波

障害は発生していないと承知しています｡

問3Xバンド・レーダーの住民等への影響に対する具体的な対応

は。

（3）飛行禁止区域はどのようになるのか。

○TPY-2レーダーの電波については、航空機に関して言え

ば、航空計器等を誤作動させる可能‘性がゼロとは言えないため、

航空機の安全運航に万全を期するということから､飛行制限区域

を設定することを考えております。

○詳細については、今後、国交省と協議することとなりますが、

車力に酉己備されているTPY-2レーダーと同型式であること

から、飛行制限区域についても、車力の場合と同様、日本海側に

向かって』半径6KMの半円柱形の飛行制限区域が設けられるも

のと考えています。

○なお、同区域は、安全‘性を最大限に酉己慮した数値に基づいて設

定されているため、区域外においては、航空機の計器等への影響

はありません。

6
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8

○飛行制限区域の範囲はほぼ海上に設定される予定であること

や、ドクターヘリのランデブーポイントとして使用されている経

ヶ岬分屯基地へリポート地区は､基地から見て内陸側に位置する

ため､海側に設定される飛行制限区域による影響は基本的にはな

いものと考えています。また、ドクターヘリの運用も含め、急患

の輸送及び海難救助等の事態が発生した場合の備えとして、レー

ダーの停波も含めた柔軟なヘリの運航を可能とする措置につい

ての調整要領を米側及び関係機関と確立することを考えていま

す。

問3Xバンド・レーダーの住民等への影響に対する具体的な対応

は。

（5）海難事故救出のためのヘリへの対応はどのようになるのか。

○急患の輸送及び海難救助等の事態が発生した場合の備えとし

て、レーダーの緊急時の停波も含めた柔軟なヘリの運航を可能と

する措置についての調整要領を米側及び関係機関と確立するこ

とを考えています。

○車力通信所におけるTPY-2レーダーの酉己備に伴い､つがる

市沖に飛行制限区域が設けられていますが、当該区域において

も、捜索又は救助のための飛行については認められております。

○例えば、2006年7月30日に起こった海難事例に際して

も、一部報道と異なり、実際には捜索救助のために飛行制限区域

内を航空機が捜索を行った時間帯は､米側によってレーダー電波

7



を停波する等の適切な対応がなされ､捜索への影響はなかったも

のと承知しています。

問3Xバンド・レーダーの住民等への影響に対する具体的な対応

は。

（6）海鳥等への影響は無いのか。

○TPY-2レーダーの使用する、「Xバンド」と呼ばれる周波

数帯域の電波については、高出力であったとしても、細胞の遺伝

子を損傷する等の被害を生じることはありません。

○「Xバンド」も含めた約100キロヘルツ以上の帯域の電波は､，

被照射体に熱を発生させる特‘性がありますが､熱による影響が生

じるような高出力の電波が照射されている区域は限定的であり、

海鳥等の烏が、そこを継続的に飛び続けるとは考えにくいため、

熱による影響はほとんど考えられません。

8
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問4治安問題に対する具体的な対策は。

（1）警備体制はどのようになるのか．0

○航空自衛隊経ヶ岬分屯基地の警備については自衛隊が実施す

ることとなります。

○また、TPY-2レーダーの配備に伴い新設される米軍施設・

区域の警備については、米側が担当することになりますが、その

詳細については、米側において検討中と承知しております。

○加えて、米軍施設・区域周辺の治安維持については、警察のご

協力が不可欠であることから､今後京都府警と調整させていただ

きたいと考えています。

問4治安問題に対する具体的な対策は。

（2）警備のあり方をどのように考えているのか。

○航空自衛隊経ヶ岬分屯基地の警備については自衛隊が実施す

ることとなります。

○また、TPY-2レーダーの酉己備に伴い新設される米軍施設・

区域の警備については、米側が担当することになりますが、その

詳細については、米側において検討中と承知しております。

○他方で、経ヶ岬分屯基地と米軍施設・区域は隣接して所在する

ことから、分屯基地と米軍施設・区域の警備に万全を期すため、

自衛隊と米軍が密接に連携し､警備を行う態勢を検討していくこ

ととしています。
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問4治安問題に対する具体的な対策は。

(3)警察との関係はどうなるのか。

○自衛隊分屯基地や米軍施設・区域の警備だけでなく、周辺地域

の治安確保の観点からも､警察機関との連携が重要であると考え

ております。
W

r

○これまで自衛隊と京都府瞥では武装工作員等への対処のため

の訓練を継続的に行っており、平成15年には陸上自衛隊第3師

団と京都府警との間で共同図上訓練を行うとともに､平成23~

25年には共同実動訓練を行ってきたところです。

○このような訓練に加え、車力通信所と同様に国、米軍、関係自

治体、警察、地域町内会代表等によって構成される事件・事故防

止のための連絡会の設置や､近畿中部防衛局が地元において設置

することを計画している連絡･相談窓口を通じ、警察をはじめ関

係機関に速やかに連絡ができる体制を整備する等、国、米軍、関

係自治体､警察等による緊密な連携体制をとっていきたいと考え

ておりますが、その具体的な要領については、今後京都府を含め

た関係機関と協議していきたいと考えています。また、交番・駐

在所の設置等については、地元のご意見も踏まえながら、今後、

京都府と相談し、連携を図っていきたいと考えております。

■
凸

○事件・事故を防止するため、例えば、米側に対し、米軍関係者

の規律保持、事件・事故防止について平素から一人一人に対する

徹底した教育を施すなど実のある措置を講ずるよう申入れを行う
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ほか、国、米軍、関係自治体、関係機関、地域町内会代表等によ

って構成される事件・事故防止のための連絡会を設け、その中で

米軍や防衛省、関係機関等の取組み状況等について‘情報交換を行

うこととしています。

○他方で､万が一､米軍関係者による事故等が発生した場合には、

日米間で合意された通報手続等に従い、関係地方自治体等に速や

かに通報するとともに、米軍に対し、原因究明、再発防止及び安

全管理の徹底等について申入れを行っています。

○事故被害者への対応については、米軍人等による公務上の事故

の場合は、日米地位協定第18条5項及び民事特別法の規定によ

り、防衛省が被害者からの賠償請求を受け、米国政府と協議の上

で賠償金額を決定し、被害者の同意を得て賠償金の支払を行って

います。

○公務外の事故等の場合は、原則として加害者が賠償責任を負い

当事者間の示談により解決されることとなりますが、示談が困難

な場合は日米地位協定第18条6項の規定により、米国政府が慰

謝料の額を決定し､被害者の受諾を得た上で支払を行っています。

○車力通信所に酉己置されているような米軍の契約会社社員による

公務外の事件・事故については、加害者が賠償責任を負い、当事

者間の示談により解決されることとなりますが、これまでの車力

における契約会社社員の公務外の事件・事故をみると、交通事故

がその大半を占めており、米軍は、このような契約会社社員を含

め、米軍人、軍属等に対して、任意自動車保険への加入を義務付

けていることから、交通事故の損害賠償については、まずは保険

による対応がなされているところです。

○一方、このような契約会社社員が公務外において犯罪を犯し、

第三者に被害を与えた場合、防衛省としては、

11



・米軍に対して、米軍窓口の設置を要請

・米軍窓口を通じて、加害者（契約会社社員）を雇用する会社

に対し、加害者（契約会社社員）や会社側から被害者への誠意

ある対応（謝罪及び損害賠償）を要請

・加害者（契約会社社員）及び加害者を雇用する会社の連絡先

等を聞き取り被害者に連絡

・被害者からの賠償請求に関する相談等の対応

を行っています。

○いずれにしても､防衛省としては､事故等が発生した場合には、

被害者の早期救済に努めるとともに、米軍関係者による事故等の

防止について､引き続き、努力してまいります。

○なお、米軍関係者が絡む事件が発生した場合、犯罪を犯した米

軍人及び軍属については、日米地位協定第17条により、①もっ

ぱら合衆国の財産や安全又は米軍関係者に対する犯罪(｢もっぱら

犯｣)及び②公務中の犯罪を除いたものについては、日本側が第一

次裁判権を有し、日本の関係法令に基づいて適正に処罰されてい

ます。また、米軍人及び軍属の家族による犯罪については、全て

日本側が第一次裁判権を有し、日本の関係法令に基づいて適正に

処罰されています。

12

2

9

｡
､



0

a

a

回

問5地域に対する具体的なメリットは何か。

○地域に対する具体的なメリットとしては、次のことが考えられ

ます。

1．米軍再編特措法に基づく交付金の交付

○TPY-2レーダーの酉己備に伴い、地元に発生する新たな負

担を踏まえ、米軍再編特措法に基づく再編交付金の交付につい

ては、前向きに対応して参りたいと考えています。

○再編交付金については、公共用の施設の整備その他の住民の

生活の利便‘性の向上や産業の振興に寄与する事業に係る経費に

充てることが可能であり、具体的には、

・医療費助成

・診療所運営費助成

・ドクターヘリ運航費助成

・イベント助成

・防災訓練助成

・コミュニティバス運行助成

・地場特産品開発助成

等を行うことが可能です。

○なお、再編交付金の交付額については、面積・人員・装備の

増減等を踏まえ、今後決定することとなります。

2．周辺環境整備法に基づく助成

○TPY-2レーダーの酉己備により、周辺地域の住民の生活又

は事業の活動が阻害されるとみとめられる場合には、周辺環境

整備法に基づき、国において、民生安定施設の整備の助成を行

うこととなります。

○具体的には、

・米軍車両等が繰り返し通行し、他の車両とのすれ違いへの

支障や歩行者への危険、道路の損傷等が発生する場合

・米軍施設・区域等を設けた後の運用により、周辺地域にお
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いて水不足等の障害が生じた場合

・TPY－2レーダーの酉己備により、農地の経営面積が縮小

したため、他の地区での耕作を余儀なくされ、耕作地の分散

や移転により、経費や労力が増加するなど事業活動に支障を

きたす場合

等については、地方公共団体が行う道路、水道、農業用施設等の

整備に対する助成等を行うことが可能です。

3．施設建設工事等に伴う地元への支出

○TPY-2レーダーの酉己備に当たっては、米軍により、

・レーダー運用に必要な施設の建設工事

・当該施設の維持管理工事

等が行われるこどが見込まれます。

○これらの工事を行うに際しては、地元の業者の参加や地元労

働者の雇用など、地域経済の活‘性化に配慮するよう、米側に対

して申入れを行っているところです。

4．飲食等に伴う地元への支出

○経ヶ岬に酉己置される人員数は、現在、米国において検討中で

すが、最大160名程度と聞いており、これらの人員が、地元

において、

・飲食等の消費活動

・通勤等に使用する自動車の購入及び修理、レンタカーの使

用

・周辺の観光地やレジャー施設等での消費

等を行うことが見込まれるところであり、これにより地域経済

の活』性化に資するものと考えられます。

5．地元住民の雇用

○地元住民を含め、米国人以外の人員を雇用するための条件や

基準については、現在、米側において検討中と承知しています

が、
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・米軍施設の維J持・管理

・通訳業務

など、米国人でなくても行うことが可能な業務については、米

国人ではなく、可能な限り地元住民を雇用するよう、米側に申

入れを行っているところです。

、

、■
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問6地域と防衛省の窓口について、具体的にどうするのか。

○今後、地域住民の様々な不安に応えるため、現地に近畿中部防

衛局による連絡・相談窓口を設置することを計画しております。

○当該連絡・相談窓口は、レーダーの配備後、継続的に設置する

とともに、必要に応じて米軍をはじめとする関係機関への要請や

照会を行うことにより、健康や人体に対する影響に関する不安、

風評被害に関する疑問、農林水産物への影響に関する疑問、米軍

による事件・事故など治安等に関する不安など、TPY-2レー

ダー配備に伴う地域住民の様々な疑問・不安に対し真筆に対応し

てまいりたいと考えております。

○また、併せて国、米軍、関係自治体、関係機関、地域町内会代

表等によって構成される事件．事故防止などのための連絡会を設

けることも計画しております。

○当該連絡会の中では、事件・事故の発生時に係る連絡体制に関

すること、交通安全対策や指導に関すること、通学路の安全確保

に関すること、米側と地元との交流に関すること、連絡・相談窓

口における活動状況に関することなどのほか、地元の皆様のご要

望を踏まえ、情報交換を行ってまいりたいと考えています。開催

の頻度については今後、京丹後市、関係機関及び地域住民の方々

とご相談しながら、ご要望を踏まえ、随時開催したいと考えてお

ります。
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TPY-2レーダー(Xﾊﾞﾝﾄﾞ･ﾚｰﾀﾞｰ）に係る再質問・追加質問

平成25年5月10日

京 都 府

【再質問】

1Xバンド・レーダー配備における日本に対するメリットについて

①TPY-2レーグーの情報が自衛隊に共有され、我が国の防衛に資することになると理解

していますが、このことについて再度確認されたい。

②他の地域ではなく、経ヶ岬に設置する最大の理由は何か、説明されたい。

2Xバンド・レーダーが配備された場合の危機管理対応をどのように考えてい

るのか。

(:る鋼篭鴛熟鴬霞潔競鯛鴛
回答では、現在の日本の防衛体制について記載されていますが、今回の経ケ岬への追加配

備によって、どのような防御体制をとっていただけるのか、説明されたい。

3Xバンド・レーダーの住民等への影響に対する具体的な対応は。

（1）立入禁止区域はどのようになるのか。

立入禁止区域の設定については、早期に示されたい。

（2）電波干渉対策をどのように考えているのか。

(｛リ

テレビ等と大きく異なる周波数帯であることから、周辺機器類への影響は想定されにくい

とされていますが、漁船の無線やGPSなどへも影響は無いのか、説明されたい。

飛行禁止区域はどのようになるのか。

ドクターヘリヘの対応をどのように考えているのか。

海難事故救出のためのヘリへの対応はどのようになるのか。

①回答では、「青森・車力と同様、日本海側に向かって半径6KMの半円柱形の飛行制限

区域が設けられるものと考えています」とされていますが、レーダー前方だけでなく、
半円柱形6KMの制限区域が必要なのは何故か、説明されたい。

②ドクターヘリや救難へりの運行に当たっては、支障の無い取扱いを行うことを確認さ
れたい。

‐1－

3



4治安問題に対する具体的な対策は。

鱈
警備体制はどのようになるのか。

警備のあり方をどのように考えているのか。

警察との関係はどうなるのか。

回答では、「米軍施設・区域周辺の治安維持については、警察のご協力が不可欠であるこ

とから、今後京都府警と調整させていただきたい」とされ、また、「共同実働訓練や連絡会

の設置も近畿中部防衛局の現地連絡・相談窓口を通じた連絡体制をとっていきたい」等が挙
げられていますが、

(a)経ケ岬では近辺に民家などがあり、青森県・車力とは環境が異なります。車力の例も

踏まえ、環境が相違する経ヶ岬での地域住民への配慮や警備体制についてどう考えるの

か、説明されたい。

(b)今後京都府警と調整するとのことですが、自衛隊としてどういうことが考えられるの

か、具体的に説明されたい。

(0連絡会について、具体的にどのような調整を行うのか｡また、連絡会での具体的な協

議内容及び連絡会での対策内容を踏まえた効果はどのようなものか、説明されたい。

(4)事故が起きた場合の対処についてどのように考えているのか。

①米軍人等による公務上の事故が発生した場合

(a)米軍人等の「等」とは誰を指しているのか、説明されたい。

(b)回答では、「防衛省が被害者からの賠償請求を受け、米国政府と協議の上で賠償金額

を決定し、被害者の同意を得て賠償金の支払を行っています」とされていますが、被

害者が同意されない場合は、政府において配慮を行うなどの対応が必要だと考えます

が、どうか。

②米軍人等による公務外の事故が発生した場合

回答では、「原則として加害者が賠償責任を負い当事者間の示談により解決されることと

なりますが、示談が困難な場合は日米地位協定第18条6項の規定により、米国政府が慰

謝料の額を決定し、被害者の受諾を得た上で支払を行っています」とされていますが、

(a)当事者間の示談ということは、住民と米軍人等とで直接交渉を行うことになります

が、対等な交渉上の立場を確保するため、政府においても必要な配慮をされたい。

(b)示談が困難な場合、米国政府が慰謝料の額を決定するが、被害者が受諾しない場合

は、政府において配慮を行うなどの対応が必要だと考えますが、どうか。…

③契約会社社員による公務外の犯罪が発生した場合

回答では、交通事故については任意自動車保険への加入が義務付けられ、保険による対

応がされている一方で、犯罪に伴う損害賠償については、加害者及び会社への誠意ある対

応の要請や相談等となっていますが、適切な対応がなされるよう、政府において配慮を行

うことが必要だと考えますが、どうか。
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④日米地位協定第1了条関係

回答では、もっぱら犯及び公務中の犯罪を除いたものは、日本側が第一次裁判権を有し

とされていますが､「もっぱら犯及び公務中の犯罪｣の示す範囲を､具体的に教示されたい。

5地域に対する具体的なメリットは何か。

①周辺環境整備法に基づく助成について

回答では、道路の通行支障や歩行者の危険、道路損傷等について助成等を行うことが可能と

されています。危機対応のためには半島全体の避難経路の確保が必要であり、基幹道である国

道1了8号の広域的整備への配慮や、助成に当たっては国道・府道・市道を問わない対応が必

要であると考えますが、どうか。

②地元住民の雇用について

回答では、地元住民の雇用の例として米軍施設の維持・管理が挙げられていますが、どのよ

うな業務を想定しているのか、具体的に教示されたい。

【追加質問】

3 Xバンド・レーダーの住民等への影響に対する具体的な対応は。

(7)青森・車力の周辺状況と異なり、経ヶ岬では民家が近く、また、レーダーよりも高い位置に

ある民家もありますが、経ヶ岬における防音対策をどのように考えておられるのか。特に、夜

間、就寝への影響が出ないよう対策を講じる必要があると考えますが、具体的な対策について
説明されたい。

(8)水問題について

①地元では限られた水を生活用水や農業などに用いています｡レーダーが配備されますと、

レーダーの冷却に多量の水が必要であるほか、米軍施設等の生活用水も必要と考えられます
が、具体的にどこから取水しようとされているのか。

②近隣の海域は豊かな漁場であり、使用された水の排水により、磯焼けなど海への影響も心
配されるところですが、排水は具体的にどのように処理されるのか。

(9)景観問題について

①配備候補地一帯は国定公園であり、また、世界ジオパークにも指定されています。景観と
の調和について、例えば植栽などにより目隠しをするなどの対応が必要ではないかと考えま
すが、具体的な対策について説明されたい。

②穴文殊（清涼山九品寺）は配備候補地と接していますが、防護柵の設置方法など、穴文殊
への参拝者、観光客、祭りなどへ影響が出ないような工夫が必要だと考えますが、具体的な
対策について説明されたい。
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